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緊急短期入所の単価表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	利用形態
	金額
	算定単位
	備考

	宿泊を伴う利用
(日中支援を伴う）
	自立支援給付費の報酬単価
	1日につき
	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。）別表第7
1　　短期入所サービス費
イ　福祉型短期入所サービス費
(1) 福祉型短期入所
サービス費（Ⅰ）
(五)　区分1・2

	宿泊を伴う利用
(日中支援を伴わない）
	自立支援給付費の報酬単価
	1日につき
	報酬基準別表第7
1　　短期入所サービス費
イ　福祉型短期入所サービス費（2）福祉型短期入所
サービス費（Ⅱ）
(五)　区分1・2

	人員配置体制加算
	2,500
	1時間
	


備考　
人員配置体制加算は、町が特に必要と認める場合に支援員の加配をした場合に加算する。












